
   真岡市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス購入費等補助金  

交付要綱  

 （目的）  

第１条  この要綱は、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの購入費用等

を補助することにより、各家庭における脱炭素化を促進するとともに、

本市域における温室効果ガス排出量の削減を図るため、予算の範囲内

において真岡市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス購入費補助金（以

下「補助金」という。）を交付することに関し、真岡市補助金等交付

規則（昭和４３年規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項を定

める。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

(1)  ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（以下「 ZEH」という。）  

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備シス

テムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー

を実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年

間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅

をいう。  

(2)  太陽光発電設備  蓄電池設備と常時接続し、太陽電池により太

陽光を電気に変換する設備及びこれに附属する設備であって、住宅

の家電製品に給電することを主な目的とするものをいう。  

(3)  蓄電池設備  太陽光発電設備と常時接続し、電力の充電及び給

電ができる蓄電池及び電力変換装置により構成する設備をいう。  



(4) 電気自動車等  道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）第 58条

に規定する自動車検査証において燃料の種類が「電気」と記載され

ているものをいう。  

(5)   Ｖ２Ｈ  電気自動車等と住宅の間で充電及び給電をすることがで

きる設備をいう。  

(6)   電気自動車等充電設備  電気自動車等に充電をすることができる

設備及びＶ２Ｈをいう。  

(7)   Ｂ Ｅ Ｌ Ｓ  建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律

（平成２７年法律第５３号）第３３条の２第２項の規定に基づく建

築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及

び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販

売 事 業 者 等 が 遵 守 す べ き 事 項 （ 令 和 ５ 年 国 土 交 通 省 告 示 第 ９ ７ ０

号）に定められた第三者による評価を受けた建築物省エネルギー性

能表示制度をいう。  

(8) デコ活宣言  ２０５０年カーボンニュートラル実現に向け、日常生

活で二酸化炭素を減らす省エネ家電 の導入、脱炭素な移動、環境

に配慮した製品の選択など「脱炭素 につながる新しい豊かな暮ら

し」を実践することの宣言（環境省 が推進する「デコ活宣言」に

登録）をいう。  

（対象製品及び品目）  

第３条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」とい

う。）は、別表１の左欄に掲げる区分ごとに同表右欄に掲げる要件に

該当する事業とする。  

（補助対象者）  



第４条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

(1) 補助金の交付の申請日に市内に住所を有し、かつ、補助金の申請

に係る住宅に自らが居住していること。  

(2) 本人及び同一世帯に属する者が市税等を滞納していないこと。  

(3)   同一世帯において、この要綱による補助金の交付を受けた者がい

ないこと。  

(4)   デコ活宣言を行ったこと  

（補助対象経費）  

第５条  補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費

のうち、次の各号に掲げる費用とする。  

(1) ZEHの新築又は購入に要する費用  

(2) 設置する設備の本体、部材及び架台の購入並びにその設置に係る

費用  

 （補助金の交付額）  

第６条  補助金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に

定める額とする。  

(1) ＺＥＨの新築又は購入の場合  ２０万円  

(2) 電気自動車等充給電設備の設置の場合  ５万円  

 （補助金の交付申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、真岡市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス購入費補助金交付申請

書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなけれ

ばならない。  



(１ )   申請に係る住宅の位置図  

(２ )   申請に係る住宅の全景の写真  

(３ )   電気自動車等充電設備の設置に係る補助金の交付の申請をする

場合は、太陽光発電設備及び蓄電池設備の配置図並びに設置状況が

確認できる写真  

(４ )   余剰電力を電力会社に売電する場合は、電力会社と契約した電

力の売買に係る契約書の写し  

(５ )   補助対象事業が完了した日が確認できる書類（工事請負者又は

販売者が作成した書類にあっては、代表者印及び会社印が押印され

たものに限る。）  

(６ )   補助対象事業に係る領収書の写しその他の 申請者が当該経費を

支払ったことが確認できる書類の写し  

(７ )  別表２の左欄に掲げる補助対象事業の区分ごとに同表右欄に掲げ

る書類  

（ 9）  デコ活宣言を行った旨がわかる書類  

(10)   前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  ZEH の新築又は購入に係る補助金の交付の申請をする場合は、同

一の住宅に係る太陽光発電設備、蓄電池設備又は電気自動車の充給電

設備の設置に係る補助金の交付の申請をすることはできない。  

３  電気自動車等充給電設備の設置に係る補助金の交付の申請を行う場

合は、当該補助対象事業が新規に行われたものでなければならない。  

４  第１項の規定による申請は、補助対象事業が完了した日から起算し

て１年以内に行わなければならない。ただし、電気自動車等充電設備

が設置された ZEH を購入する場合における当該電気自動車等充電設



備の設置に係る申請については、当該 ZEH を購入した日から起算し

て１年以内において行うことができる。  

 （補助金の交付決定）  

第８条  市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにそ

の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、真岡市

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス購入費補助金交付決定通知書（様

式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。  

 （補助金の請求及び交付）  

第９条  前条に規定する交付決定通知書を受けた申請者（以下「補助金

受給者」という。）は、真岡市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス購

入費補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出し、市長は当該請

求書に基づき補助金を交付するものとする。  

（手続代行者）  

第１０条  補助対象者は、第６条の規定による補助金の交付申請及び前

条の規定による補助金の請求に係る事務手続（以下「事務手続」とい

う。）を、対象機器を販売する者に委任状により代行させることがで

きる。  

２  前項の規定により事務手続を代行する者（以下「手続代行者」とい

う。）は、誠意を持って事務手続を行うものとし、事務手続の代行を

通じて得た補助対象者に関する情報は、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）に従って慎重に取り扱うものとする。  

３  市長は、手続代行者が偽りその他不正の手段により事務手続を行っ

たときは、当分の間、事務手続の代行を認めないことができるものと



する。  

（財産処分の制限）  

第１１条  補助金受給者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（

昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数に相当する

期間を経過するまでは、補助金の交付の対象となった ZEH 又は電気

自動車等充電設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

（補助金交付の取消し）  

第１２条  市長は、補助金受給者が偽りその他不正の手段により補助

金の交付決定を受けたときは、当該補助金の交付決定を取り消すも

のとする。  

 （補助金の返還）  

第１３条  市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場

合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助

金の返還を命ずるものとする。  

２  補助金受給者は、前項に規定する命令を受けたときは、定められた

期限内に補助金を市長に返納しなければならない。  

 （協力依頼）  

第１４条  市長は、補助金受給者に対し、市が取り組んでいる地球温暖

化対策に関する取組等について調査等の協力を求めることができる。  

 （補則）  

第１５条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事

項は、別に定める。  

 附  則  



この要綱は、令和８年４月１日から適用する。  



別表１（第３条関係）  

補助対象事業  補助の要件  

ZEH の新築又は購入  次のいずれにも該当すること。  

(１ ) 国が定めた ZEH の定量的要件を満たして

いる住宅であること。  

(２ ) 申請者が新築した住宅又は購入した住宅

（新築であるものに限る。）であること。  

電気自動車等充電設備の設

置  

次のいずれにも該当すること。  

(１ ) 住宅に設置されたものであること。  

(２ ) Ｖ２Ｈを設置する場合は、Ｖ２Ｈ専用ブ

レーカーを設置していること。  

(３ ) Ｖ２Ｈを除く電気自動車等充電設備を設

置する場合は、分電盤に専用の分岐回路

を設置していること及びテストボタンが

付いた分岐回路用漏電ブレーカーを設置

していること。  

(４ ) 新品であること。  

(５ ) 太陽光発電設備及び蓄電池設備が設置さ

れていること。  

 

別表２（第７条関係）  

補助対象事業  提出書類  

ZEH の新築又は購入  (１ ) ＢＥＬＳ評価書の写し又は ZEH であるこ

とを証する書類の写し  

(２ ) ZEH の新築に係る工事請負契約書の写し又

は購入に係る売買契約書の写し  

電気自動車等充電設  

備の設置  

(１ ) 電気自動車等充電設備の設置に係る工事

請負契約書の写し又は売買契約書の写し  

(２ ) 設置した電気自動車等充電設備の全景、

製品名及び型番が確認できる写真  

(３ ) 電気自動車等充電設備を設置した位置が

確認できる平面図又は立面図  

(４ ) 設置した電気自動車等充電設備のカタロ

グの写し  

(５ ) 新品であることが確認できる書類  

 

 



様式第１号  (第７条関係 ) 

    年   月   日  

 

真岡市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等購入費補助金交付申請書 

 

 真岡市長 様 

 

申請者  住  所 

     ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

氏  名 

電    話                

 

 真岡市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等購入費補助金について、

真岡市補助金等交付規則第４条の規定により、下記のとおり申請します。

また、この補助金に係る審査のため、私及び世帯員全員の市税等納付状

況について、真岡市が調査確認することに同意します。  

 
  

補助対象事業 

□ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの新築又は購入 

（一律 200,000円） 
円 

□電気自動車等充電設備の設置（一律 50,000円） 円 

交 付 申 請 額 円  

工 事 完 了 日         年   月   日 

添 付 書 類 

 

□  住宅の位置図  

□  住宅の全景の写真  

□  補助対象事業が完了した日が確認できる書類  

□  領 収 書 の 写 し又 は 経 費 を支 払 っ た こ と を証 す る 書 類

の写し  

□  デコ活宣言を行った旨がわかる書類  

□  要 綱 の 別 表 第２ の 左 欄 に掲 げ る 補 助 対 象事 業 の 区 分

ごとに同表右欄に掲げる書類   

 



様式第２号(第８条関係) 

真岡市指令  第    号  

年   月   日  

  

 

   

          様  

  

 

真岡市長   

 

真岡市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等購入費補助金交付決定書  

 

年   月   日付けで 申請があり ま した、 真岡市 ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ハウス等購入費補助金については、次のとおり決定し

ましたので、真岡市補助金等交付規則第５条の規定により通知します。  

 

 

   補助金決定額              円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号(第９条関係) 

 

真岡市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス等購入費補助金交付請求書 

 

  金         円 

 

    年  月  日真岡市指令  第  号で交付決定の通知があった真岡市ネッ

ト・ゼロ・エネルギー・ハウス等購入費補助金について、次のとおり交付される

よう真岡市補助金等交付規則第１２条の規定により請求します。  

 

 

      年  月  日 

  真岡市長      様 

 請求者 住所  

               

            氏名         ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振 込 口 座 

金 融 機 関 名 銀行(農協)       店(所) 

預 金 種 目 普通  ・  当座 

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 
 

添 付 書 類  交付決定通知書の写し 


